
 
 

 

江

戸

川

区

議

会

議

員

の

報

酬

及

び

費

用

弁

償

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

江

戸

川

区

議

会

議

員

の

報

酬

及

び

費

用

弁

償

等

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

一

年

十

月

江

戸

川

区

条

例

第

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

二

条

中
「

議

員

」
を
「

議

会

の

議

長

、
副

議

長

、
委

員

会

の

委

員

長

、
副

委

員

長
（

以

下
「

議

長

等

」
と

い

う

。
）

及

び

議

員

」

に

改

め

る

。 

 

第

三

条

中

「

報

酬

は

、

そ

の

職

に

つ

い

た

当

月

分

か

ら

、
」

を

「

議

長

等

及

び

議

員

の

報

酬

は

、

そ

の

職

に

就

い

た

日

か

ら

」

に

改

め

る

。 

第

四

条

の

見

出

し

を

「
（

退

職

等

の

場

合

の

報

酬

の

支

給

方

法

）
」

に

改

め

、

同

条

中

「

議

員

が

任

期

満

了

、

辞

職

、

失

職

、

除

名

、

死

亡

又

は

議

会

の

解

散

に

よ

り

そ

の

職

を

離

れ

た

と

き

は

、

そ

の

当

月

分

」

を

「

議

長

等

及

び

議

員

が

そ

の

職

を

離

れ

た

と

き

は

そ

の

日

ま

で

報

酬

を

支

給

す

る

。
た

だ

し

、
死

亡

し

た

と

き

は

そ

の

日

の

属

す

る

月

分

」

に

改

め

る

。 

第

五

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

（

報

酬

の

日

割

り

に

よ

る

支

給

方

法

等

） 

第

五

条 

前

二

条

の

規

定

に

よ

り

報

酬

を

日

割

支

給

す

る

場

合
（

死

亡

し

た

と

き

を

除

く

。
）
は

、
そ

の

月

の

現

日

数

を

基

礎

と

し

て

、

日

割

り

に

よ

っ

て

計

算

す

る

。 



２ 

前

二

条

及

び

前

項

の

規

定

に

よ

り

報

酬

を

支

給

す

る

場

合

で

あ

っ

て

、
議

長

等

及

び

議

員

が

そ

の

職

に

就

い

た

日

、
又

は

そ

の

職

を

離

れ

た

日

に

二

つ

以

上

の

職

を

有

す

る

場

合

の

報

酬

の

額

が

同

じ

と

き

は

そ

の

額

を

、
そ

の

額

に

差

が

あ

る

と

き

は

そ

の

多

い

方

の

額

に

よ

る

も

の

と

す

る

。 

第

六

条

第

一

項

中

「

国

民

の

祝

日

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

七

十

八

号

）

に

規

定

す

る

休

日

（

以

下

「

休

日

」

と

い

う

。

）

」

を

「

休

日

（

国

民

の

祝

日

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

七

十

八

号

）

に

定

め

る

休

日

を

い

う

。

以

下

本

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

議

員

が

そ

の

職

を

離

れ

た

と

き

は

、

前

項

の

」

を

「

第

四

条

に

規

定

す

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

」

に

改

め

る

。

 

 

第

七

条

第

一

項

中

「

助

役

相

当

額

」

を

「

江

戸

川

区

長

、

助

役

、

収

入

役

の

給

料

等

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

二

十

六

年

四

月

江

戸

川

区

条

例

第

四

号

。

以

下

「

区

長

等

の

給

与

条

例

」

と

い

う

。

）

の

規

定

に

よ

り

助

役

が

受

け

る

べ

き

額

に

相

当

す

る

額

」

に

、
「

区

長

相

当

額

」

を

「

区

長

等

の

給

与

条

例

の

規

定

に

よ

り

区

長

が

受

け

る

べ

き

額

に

相

当

す

る

額

」
に

改

め

、
同

条

第

二

項

中
「

議

員

」
を
「

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、
議

員

」
に

、

「

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

日

額

旅

費

を

支

給

す

る

。

日

額

旅

費

の

額

は

、

六

千

円

と

す

る

」

を

「

費

用

弁

償

と

し

て

一

日

に

つ

き

六

千

円

を

支

給

す

る

」

に

改

め

る

。
 

 

第

八

条

第

一

項

中

「

議

員

」

を

「

議

長

等

及

び

議

員

」

に

、

「

期

末

手

当

を

支

給

す

る

」

を

「

そ

れ

ぞ

れ

の

期

間

に

つ

き

、

期

末

手

当

を

支

給

す

る

。

基

準

日

前

一

月

以

内

に

、

退

職

、

失

職

又

は

死

亡

し

た

議

員(

当

該

基

準



日

に

お

い

て

こ

の

項

前

段

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

者

を

除

く

。)

に

つ

い

て

も

、

同

様

と

す

る

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

基

準

日

現

在

に

お

い

て

、

」

を

「

前

項

の

基

準

日

現

在

（

同

項

後

段

に

規

定

す

る

者

に

あ

っ

て

は

、

退

職

、

失

職

又

は

死

亡

の

日

現

在

）

に

お

け

る

」

に

改

め

、

「

の

在

職

期

間

」

の

下

に

「

の

区

分

」

を

加

え

、

同

条

第

三

項

中

「

第

二

項

」

を

「

前

項

」

に

改

め

、

「

任

期

満

了

等

に

よ

り

」

を

削

る

。

 

  
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

   

（

説

明

） 

議

員

の

報

酬

の

支

給

方

法

を

改

め

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

 


